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新衛生センター建設工事の事業者の選定に係る客観的評価結果の公表

新衛生センター建設工事の受注者が決定したので、その客観的な評価結果をここに公表する。

令和２年３月３１日

南濃衛生施設利用事務組合 管理者 養老町長 大橋 孝

１．工事名

新衛生センター建設工事

２．工事場所

岐阜県養老郡養老町高田地内

３．工期

令和２年４月１日から令和６年３月２２日

４．工事概要

有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処理センター）(以下「本施設」という。)の建設

工事

（１）本施設の概要

本施設の概要は、次のとおりである。

概 要

汚
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再
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セ

ン

タ

｜

処理方式 ・水処理方式は膜分離高負荷脱窒素処理方式又は浄化槽汚泥の

混入率の高い脱窒素処理方式とし、処理水は牧田川に放流す

る。

処理対象物及施設規模 ・し尿 ： ８ＫＬ／日

・浄化槽汚泥 ：５７ＫＬ／日（農業集落排水汚泥を含む）

処理性能 【放流水質】

ｐＨ ：５．８～８．６

ＢＯＤ ：２０ｍｇ／Ｌ以下

ＣＯＤ ：２０ｍｇ／Ｌ以下

ＳＳ ：２０ｍｇ／Ｌ以下

全窒素 ：１０ｍｇ／Ｌ以下

全リン ：２ｍｇ／Ｌ以下

色度 ：３０度以下

大腸菌群数 ：１，０００個／ｃｍ３以下

【放流水量】１９５ｍ３／日以下

【脱水し渣】含水率６０％以下

【脱水汚泥】含水率７０％以下
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【その他】各種規制基準に準拠した処理性能とする。

資源化方式 ・水処理設備から発生する汚泥やし渣の含水率を規定値以下に

することで、助燃剤として焼却施設で可燃ごみと混焼する。

管理施設 ・管理棟は、処理棟との合棟とすることが望ましいが、別棟の

場合には渡り廊下により接続する。

（２） 新衛生センター建設工事(以下「本工事」という。)の範囲

本工事の範囲は次のとおりである。詳細については、発注仕様書に示す。

概 要

施設の建設 本施設の実施設計及び詳細設計

計画通知等各種許認可申請の手続

交付金申請手続に関する資料の作成

施設設置届等に関する資料の作成

準備工事

施工及び施工管理

付帯施設、緑地等の整備

本施設の試運転

本施設の性能確認及び引渡し

当組合が行う近隣対応等への協力

施設の運営 本施設の運転指導

予備品及び稼働後3年間の消耗品等の納入

引渡し後の各種保証

工事期間中の仮設処理施設の設置、維持管理及び運転補助

地下残置工作物等の撤去 本施設の工事区域内の地下残置工作物の撤去

地下残置工作物の撤去に伴う各種許可申請の手続

既存施設の解体 衛生センター敷地内の全ての工作物

解体工事に伴う各種許認可申請の手続

施工及び施工監理

当組合が行う近隣対応等への協力

上記項目に付随する業務

５．選定方法

事業者の募集及び選定にあたっては、一般競争入札による総合評価落札方式により行う。

（１）総合評価選考委員会

事業者の審査は、透明性及び公平性を確保し、専門的知見に基づいた審査評価を行うため、

学識経験者への意見聴取を行いながら養老町総合評価選考委員会(以下「総合評価選考委員会」

という。)において行った。



3

役 職 所 属

委 員 長 養老町副町長

副 委 員 長 養老町総務部長

委 員 会計管理者

委 員 養老町産業建設部長(水道課長兼務)

委 員 養老町総務部総務課長

委 員 養老町総務部税務課長

委 員 養老町産業建設部農林振興課長

委 員 養老町産業建設部建設課長

委 員 養老町教育委員会教育総務課長

委 員 養老町住民福祉部生活環境課長心得

（２）学識経験者

総合評価選考委員会が専門的知見に基づいた審査評価を行うため、次の学識経験者への意見

聴取を行った。

所 属 氏 名

滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科教授 井 手 慎 司

岐阜薬科大学教授 薬学博士 薬品化学研究室 佐治木 弘尚

（３）事業者選定までの経過及び選考会の開催経過

期 間 等 内 容

令和元年9月30日（月） 第1回 総合評価選考委員会

（事業概要、スケジュール）

令和元年10月 9日（水）、

10日（木）

学識経験者へ意見聴取

（事業概要、入札説明書（案）、落札者決定基準

（案）、発注仕様書（案））

令和元年11月 6日（水） 第2回 総合評価選考委員会

（入札公告（案）、入札説明書（案）、落札者決定

基準（案）、発注仕様書（案））

令和元年11月 8日（金） 入札告示

令和元年11月 8日（金）

～13日（水）

参考資料の閲覧及び工事場所確認の申請受付期間

令和元年11月 15日（金）、

18日(月)

参考資料の閲覧及び工事場所確認

令和元年11月 15日（金） 質問の受付（第1回）

・入札説明書、落札者決定基準

令和元年11月 20日（水） 質問の回答（第1回）

・入札説明書、落札者決定基準

令和元年11月 22日（金） 入札参加資格審査申請書（2者）受付

令和元年12月 2日（月） 第3回 総合評価選考委員会
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（入札参加資格審査）

令和元年12月 6日（金） 質問受付（第2回）

・発注仕様書等

令和元年12月 13日（金） 入札参加資格審査結果通知

質問の回答（第2回）

・発注仕様書等

令和2年1月 15日（水） 技術提案書の提出

令和2年1月 15日（水）～

24日（金）

形式審査の実施

令和2年2月 3日（月） 第4回 総合評価選考委員会

（後期スケジュール、技術提案書審査、ヒアリン

グの実施方法）

令和2年2月 3日（月）、

6日（木）

学識経験者へ意見聴取

（後期スケジュール、技術提案書審査、ヒアリン

グの実施方法）

令和2年2月 14日（金） 技術提案書に対する指摘・確認事項等依頼

令和2年2月 25日（火） 技術提案書に対する指摘・確認事項等回答

令和2年3月 2日（月） 技術提案書に関するヒアリング

令和2年3月 5日（木）、

9日（月）

学識経験者へ意見聴取

（技術提案書の審査）

令和2年3月 12日（木） 第5回 総合評価選考委員会

（技術提案書の審査）

令和2年3月 13日（金） 入札書提出（開札）

令和2年3月 17日（火） 第6回 総合評価選考委員会

（最優秀提案者の選定及び低入札価格調査実施）

令和2年3月 23日（月） 第7回 総合評価選考委員会

(低入札調査結果の審査及び審査講評）

落札者の決定

令和2年3月 26日（木） 仮契約の締結

令和2年3月 30日（月） 議会の議決・本契約の締結

６．審査方法

（１）資格審査

資格審査では、入札参加者から提出された参加資格確認申請書類について、参加資格要件を

満たしているか確認を行う。

確認の結果、参加資格要件を満たしていない場合には無効とする。

（２）本審査

ア 技術提案書及び入札書の審査

提出された技術提案書類及び入札書について、以下の視点から確認を行う。

確認の結果、重大な不備・不足がある場合は無効とする。

１）必要な書類がそろっているか



5

２）様式集に従った形式となっているか

イ 審査項目と配点

非価格要素及び価格に関する審査項目及び配点は、次のとおりである。

ウ 非価格要素審査

１） 一般要求事項に関する提案内容の確認

一般要求事項に関する技術提案内容について確認を行い、発注仕様書等に対する重大な

不整合が確認された場合は無効とする。

なお、重大な不整合の定義は以下のとおりとする。
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①発注仕様書を大幅に逸脱した提案を行っている。

②同一事項に対する２通り以上の提案を行うなど、提案書類間に著しい齟齬がある。ま

た、軽微な不整合が確認された場合には、対応法の回答書の提示を求めることがある。

２） 一般要求事項の点数化

一般要求事項に関する技術提案内容について、「６（２）イ 審査項目と配点」に示

す審査項目ごとに、下表の評価基準及び点数化方法に基づき点数化を行う。

３） 特定要求事項に関する提案内容の確認・点数化

特定要求事項に関する技術提案内容について、「６（２）イ 審査項目と配点」に示す審査

項目ごとに、下表の評価基準及び点数化方法に基づき点数化を行う。

なお、特定要求事項に関する技術提案内容については、審査項目ごとに次の視点に基づき

評価を行う。
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４） 非価格要素点の算出

非価格要素点は、下式により算出する。

非価格要素点＝ 一般要求事項の合計点 ＋ 特定要求事項の合計点

エ 価格審査

入札書に記載された入札価格について、下記の算定式により点数化を行う（算定点）。算定点

の内の最高得点を価格点30点とし、以降の価格点は算定点の差を反映する。

なお、点数は、小数点以下第3位を四捨五入した値とする。

算定式 ： 算定点＝100 × （1 － 入札価格 ÷ 予定価格※注）

※注 予定価格：消費税及び地方消費税相当額を控除した金額

入札価格の点数化フロー

オ 総合評価値の算定

非価格要素点と価格点の合計によって総合評価値を算出し、総合評価値が最も高い者を落

札者とする。

総合評価値 ＝ 非価格要素点 ＋ 価格点

７．審査結果

（１）資格審査

令和元年１１月８日に入札公告を行い、入札参加資格審査申請書等を受け付けたとこ

ろ、次の２者から入札参加の申請があった。資格審査にて両者とも資格を有することを確

認し、令和元年１２月１３日に両者へ入札参加資格審査結果通知書を書面にて通知した。

なお、審査の公平性・公正性を確保するため、最優秀提案者を選定するまでは、企業名を

匿名として審査を行った。

○入札参加者概要

入札参加者番号 きく つげ

事 業 者 名 日立造船株式会社

中部支社

三井E&S環境エンジニアリング

株式会社

算定式 30点換算

入札価格 算定点 価格点
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（２）提案審査

令和２年１月１５日に入札参加者から提出された技術提案書等について、総合評価選考

委員会において、一般要求事項に関する提案内容の審査を行い両者とも重大な不整合のな

いことを確認した。また、非価格要素審査については、総合評価選考委員会にて十分な議

論を行い学識経験者へ意見聴取の内容を踏まえて審査を行った審査結果は次のとおりであ

り、各提案者の提案について総合評価選考委員会が評価した事項は別紙１に示すとおりで

ある。

なお、入札価格については、総合評価選考委員会での非価格要素審査の評価点の決定を

行った、翌日の令和２年３月１３日に開札し、その結果を総合評価選考委員会に報告し

た。

総合評価選考委員会はこれを受けて、入札価格を得点化したが、最優秀提案者の入札価

格が入札調査基準価格を下回っていたため、養老町低入札価格調査制度実施要領第７条の

規定により調査を行い、同要領第８条の審査を令和２年３月２３日に実施した。
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○非価格要素審査

○価格点
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（３）最優秀提案者の選定

総合評価選考委員会では、非価格要素点と価格点の合計を総合評価値として、総合評価

値の最も高い「きく」に対して低入札価格調査を実施し審査した結果、契約の内容に適合し

た履行がなされると認められると判断し、「きく」を最優秀提案者として選定した。

（４）審査講評

別紙２に総合評価選考委員会の審査講評を示す。

８．落札者の決定

当組合は、総合評価選考委員会による審査結果を踏まえて、令和２年３月２６日に「きく」の

「日立造船株式会社中部支店」を落札者として決定した。

事業者名 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号

日立造船株式会社中部支社
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別紙１ 総合評価選考委員会の評価した事項
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別紙２ 審査講評

本工事は、既存の老朽化した衛生センターで仮設により処理を継続しながら、スクラップアンドビ

ルド方式により建設を行う非常に難易度の高い工事である。

そのため、事業者には新施設の性能の向上、長寿命化、維持管理費の低減及び難易度の高いスクラ

ップアンドビルド方式による施工不良の未然防止等により総合的なコストの低減、環境対策及び事業

効果を高めることが期待されるため、事業者の選定にあたっては、一般競争入札による総合評価落札

方式を採用し、透明性及び公平性を確保しつつ専門的な知見に基づいた審査を実施した。

本工事においては、し尿等の処理及びスクラップアンドビルド方式での施工に精通する２者より応

募があり技術提案を受けた。いずれの提案も本工事に対する熱意・工夫を十分に感じさせ、当組合の

要求水準を上回る総合的な技術力が注がれた高度な提案であった。

総合評価選考委員会は、落札者決定基準に基づいて厳正かつ公平な審査を行い、日立造船株式会社

中部支社を最優秀提案者として選定した。同社は、技術提案において、本工事についてより深い検討

を行い、具体的な仮設計画の提案を行ったものと評価した。選定された同社には、提案した内容を確

実に履行するとともに、本工事の重要性に鑑み、特に以下の事項への対応と周辺地域との調和に努め

られることを要望する。

（１）提案された内容の具体的な設計及び施工にあたっては、当組合の意向を踏まえた上で実施

し、工事期間中の工事車両等の安全管理等に留意するとともに周辺住民の生活環境に十分配

慮すること。

（２）本工事は、既存施設での処理を継続しながら現有敷地内でスクラップアンドビルド方式によ

り工事を施工するため、既存施設の機能や安全対策等に細心の注意を払うこと。

（３）施設引き渡し後も、技術提案書等に記載された品質・性能の十分な確保を図るべく、当組合

の求めに応じ、必要な技術上及び運営上のアドバイスを可能な範囲で提供すること。

（４）地元企業との協力及び連携等により、本工事を通じて地域経済の活性化を図るべく提案内容

を誠実かつ確実に履行すること。

（５）災害時における不測の事態においては、誠意をもって協議のうえ協力すること。

最後に、本工事への応募から落札者決定までの各段階で必要となる提案書類の作成及びプレゼンテ

ーション準備等にあたって、多大な労力と費用があったものと推察される。また、本工事への真摯な

取り組みと尽力に対して、総合評価選考委員会として敬意を表すとともに深く感謝を申し上げる。


